
 

平成 29年第１回芸北広域環境施設組合議会定例会会議録 

招 集 年 月 日 平成 29年 3月 27日 

招 集 の 場 所 広島県山県郡北広島町有田 1234番地 北広島町役場 4階 委員会室 

議 長 先川 和幸 

開閉会日時及び宣告 
開 会 平成 29年 3月 27日 午前 10時 00分 

閉 会 平成 29年 3月 27日 午後 10時 10分 

 

○ 出 席 を 示 す 

△ 欠 席 を 示 す 

× 不応招を示す 

□ 公務欠席を示す 

議席 氏   名 出欠 議席 氏   名 出欠 

１ 前 重 昌 敬 ○ ５ 中 田 節 雄 ○ 

２ 熊 高 昌 三 ○ ６ 青 原 敏 治 ○ 

３ 金 行 哲 昭 ○ ７ 伊 藤 久 幸 ○ 

４ 美 濃 孝 二 ○ ８ 先 川 和 幸 ○ 

会 議 録 署 名 議 員 １番 前 重 昌 敬      ２番 熊 高 昌 三 

地方自治法第 121 条の

規定による説明のため

出席した者の職氏名 

管 理 者 箕 野 博 司 事務局長 児 玉 一 朗 

副管理者 浜 田 一 義 所  長 村 田 浩 章 

議 事 日 程 

 

日程第 1 議席の指定について 

 

日程第 2 会議録署名議員の指名について 

日程第 3 会期の決定について 

日程第 4 諸般の報告 

日程第 5 副議長の選挙について 

日程第 6 議会運営委員の選任について 

日程第 7 議案第 1号 監査委員の選任の同意について 

 日程第 8 
議案第 2号 平成 28年度芸北広域環境施設組合一般会計 

補正予算（第 2号） 

 日程第 9 
議案第 3号 平成 29年度芸北広域環境施設組合一般会計 

予算に対する関係市町の負担割合について 

 日程第 10 
議案第 4号 平成 29年度芸北広域環境施設組合一般会計 

予算 

 日程第 11 閉会中の継続審査の申し出について 

会議に付した事件 議事日程に同じ 

会 議 の 経 過 次のとおり 



 

 

事  項 発 言 者 発  言  の  要  旨 
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議  長 
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議会運営委員長 

議 長 

議会運営委員長 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまの出席議員は8名であります。定足数に達しております

ので、これより平成29年第1回芸北広域環境施設組合議会定例会を

開会いたします。 

ここで暫時休憩とします。 

〔暫時休憩中〕 

休憩を終わり再開いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであり

ます。 

なお、本定例会に出席を求めた説明員は、管理者、副管理者、

事務局長及び所長です。 

 

日程第 1、「議席の指定について」を行います。 

議席は、会議規則第 4 条第 2 項の規定によって、ただいま着席

のとおり指定します。 

 

日程第 2、「会議録署名議員の指名について」を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第 127 条の規定により議長

において、1番 前重昌敬君 及び 2番 熊高昌三君を指名いた

します。 

 

 日程第3、「会期の決定について」を議題といたします。 

本定例会の運営については、過日、議会運営委員会を開き、御

協議をいただいておりますので、その結果について、議会運営委

員長、青原敏治君の報告を求めます。 

自席にて御報告をお願いいたします。 

議長。 

はい、青原敏治君。 

はい。おはようございます。 

それでは、私の方から議会運営委員会の御報告をさせていただ

きます。 

 本日招集されました平成29年第1回定例会の運営につきまして、

去る 3月 23日に議会運営委員会を開催いたしました。 

本定例会への提出議案は、4 件でございまして、事務局から議

案の説明を受け、協議いたしました結果、会期につきましては、

本日 1日限りということに決定をさせていただきました。 
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議案の内容につきましては、お手元に配布してあります、提出

議案書のとおりでございます。 

 以上、報告を終わります。 

ただいまの委員長の報告のとおり、会期は、本日1日限りとする

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」というものあり） 

 異議なしと認めます。よって会期は本日1日間と決定いたしまし

た。 

 

日程第4、「諸般の報告」をいたします。 

議長報告をいたします。 

前回の本組合議会以降、本組合議会議員に異動がありました。 

新たに選任された 4番 美濃孝二君、7番 伊藤久幸君、引き

続き留任された 5番 中田節雄君です。どうぞよろしくお願いい

たします。なお、辞職されました議員は、藤井勝丸君、藤堂修壮

君であります。 

次に監査委員から、平成 28 年度第 2 回定例監査及び平成 28 年

度上半期分の例月出納検査の報告を受けております。お手元に配

付しておりますので、御了承願います。 

以上で「諸般の報告」を終わります。 

 

日程第 5、「副議長の選挙」を行います。 

組合議会議員の交代により、ただいま副議長が空席となってお

りますので、選挙を行うものでございます。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第 118 条第 2 項の規定によ

って議長により指名推選にしたいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」というものあり） 

 御異議なしと認めます。 

したがって選挙の方法は議長による指名推選によることに決定

いたしました。 

ここで暫時休憩といたします。 

〔暫時休憩中〕 

休憩を終わり再開いたします。 

先ほどの副議長については、伊藤久幸君を指名いたします。 
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お諮りいたします。ただいま、議長において指名しました伊藤

久幸君を副議長の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」というものあり） 

異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しました伊藤久幸君が副議長に当選

されました。 

会議規則第33条第2項による当選の告知をいたします。 

副議長に伊藤久幸君。 

伊藤久幸君、副議長当選の御承諾及び御挨拶を自席にて、お願

いいたします。 

ただいま、副議長に推選していただきました伊藤でございます。

何分にも不慣れでございまして、経験不足でございますが、皆様

方の御協力により務めさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

 

日程第 6、「議会運営委員の選任」を行います。 

お諮りいたします。 

組合議会議員の交代に伴い、ただいま議会運営委員が 2 名欠員

となっております。 

ここで暫時休憩とします。 

〔暫時休憩中〕 

休憩を終わり再開いたします。 

議会運営委員の選任については、委員会条例第 4 条第 1 項の規

定により、議長において議会運営委員に 4番 美濃孝二君及び 5番 

中田節雄君を指名したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」というものあり） 

御異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しました 4番 美濃孝二君及び 5番 中

田節雄君を議会運営委員に選任することに決定をいたしました。 

ここで暫時休憩とします。 

  〔暫時休憩中〕 

休憩を終わり再開いたします。 

議会運営委員会の副委員長が決まりましたので、御報告いたし

ます。 
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副委員長、中田節雄君であります。 

この際、議会運営委員会副委員長から就任の御挨拶をお願いい

たします。5番 中田節雄君。 

はい。ただいま、議会運営委員会副委員長に選出されました中

田でございます。委員長不在の時にですね、やはり出番が多かろ

うかと思いますけれども、適正な議会運営の日程等、調整してま

いりますのでどうかよろしくお願いいたします。 

 

日程第 7、議案第 1 号「監査委員の選任の同意について」を議題

といたします。 

本件は、地方自治法第 117 条の規定により、除斥に該当します

ので、美濃孝二君の退場を求めます。 

  〔美濃議員の退場〕 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提案理由の説明を求めます。 

管理者、箕野博司君。 

それでは、お配りをしております提出議案書の２ページ目を御

覧ください。 

議案第１号でございますが、「監査委員の選任の同意について」

でございます。 

北広島町議会議員の改選によりまして、組合議会選任の監査委

員が欠員となっておりますので、監査委員として、美濃孝二氏が

最適任者と考えますので、選任の同意をお願いするものでござい

ます。 

御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

これで提案理由の説明を終わります。 

この際、暫時休憩をいたします。 

  〔暫時休憩中〕 

休憩を終わり再開をいたします。 

お諮りいたします。 

本件については、質疑討論を省略いたしたいと思います。 

これに御異議はありませんか。 

（「異議なし」というものあり） 

御異議なしと認めます。 

よって、質疑討論を省略することに決定しました。 

これより、議案第 1号「監査委員の選任の同意について」を、起
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立により採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願いま

す。 

  〔賛成者起立〕 

起立多数であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

ここで、美濃孝二君の入場を許します。 

  〔美濃監査委員、入場〕 

ただいま選任された美濃監査委員から、御挨拶をいただきます。 

はい、4番美濃孝二です。監査委員に選任していただきましてあ

りがとうございます。初めての監査という仕事ですけれども、当

組合の財務に関する事務の執行及びその経営に係る事業の管理、

また必要に応じて事務の執行について監査するという大切な責務

が果たせるよう頑張りますので、皆さまの御協力をよろしくお願

いいたします。 

 

日程第8、議案第2号「平成28年度芸北広域環境施設組合一般会

計補正予算（第2号）」を、議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提案理由の説明を求めます。 

議長。 

管理者、箕野博司君。 

はい。議案第 2号の「平成 28年度芸北広域環境施設組合一般会

計補正予算（第 2号）」であります。お配りをしております、補正

予算書、一般会計予算（補正第 2号）の 1ページ目を御覧くださ

い。 

歳入歳出の予算にそれぞれ 1,990万円を追加し、歳入歳出それ

ぞれ、5億 7,440万 1,000円とするものでございます。 

詳細につきましては、事務局から御説明申し上げますので、よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、補足説明をよろしくお願いいたします。 

事務局長、児玉一朗君。 

はい。失礼いたします。事務局より、補正予算の詳細につきま

して、御説明申し上げます。 

補正予算書の方を、2 ページを御覧ください。 

歳入の 2 款使用料及び手数料 882 万 2,000 円を追加しまして、



 

事  項 発 言 者 発  言  の  要  旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

1 億 1,516 万 1,000 円に、4 款繰越金 1,107 万 8,000 円を追加いた

しまして 4,195 万 4,000 円としまして、歳入合計、5 億 7,440 万

1,000 円に、歳出の 2 款総務費 6,000 万円を追加し、1 億 1,483

万 7,000 円に、それから 3 款清掃費 4,010 万円を減額し、4 億 5,431

万 3,000 円とする補正予算でございます。 

 明細につきましては、6 ページ・7 ページを御覧いただければと

思いますが。歳入の方、2 款使用料及び手数料につきましては、 

1 目の総務手数料、許可証交付手数料、許可証書き換え交付手数

料の増額、それから、2 目の衛生手数料、ごみ袋及びきれいセン

ターの処理手数料収入の増額でございまして、4 款の繰越金は、

27 年度の繰越金の増額でございます。 

2 款総務費でございますが、2 目の財産管理費、これは財政調整

基金への積立金の増額、3 款衛生費でございますが、1 目のごみ処

理費といたしまして、電気料、薬品、それから機器の修繕費、委

託料や備品購入費の減額、といった内容でございます。 

 説明資料としてお渡ししております、資料１の方を御覧くださ

い。別紙のクリップで止めてあるものでございますが。 

1 の提案理由でございますけれども、補正の目的は、決算での

剰余金見込を財政調整基金に積立てを行うというのが、主な理由

でございます。 

2 の補正の内容でございますが、表のとおりでございまして、

歳出の需用費の方、修繕料 3,000 万円の減額とございますけれど

も、これは、バグフィルターのろ布交換整備等ですね、予算の執

行を次年度に執行するためのもの、あるいはその他委託料の減額、

あるいは入札残といったものを合わせて、歳出の方を削減して減

額となっております。したがいまして、この剰余金 6,000 万円、

当初予算と合わせまして、7,532 万 3,000 円を本年度積み立てさ

せていただくというものでございます。 

3 の財政調整基金の状況の表がございます。28 年度の残高見込

みは、表の最後の部分でございますけれども、3 億 483 万 5,000

円の見込みでございまして、来年度の予算に市町負担金の軽減の

ために、活用したいと考えております。 

以上でございます。 

これをもって、提案理由の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と言う者あり〕 
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質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第 2号「平成 28年度芸北広域環境施設組合一般

会計補正予算（第 2号）」を、起立により採決いたします。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

  〔賛成者起立〕 

起立多数であります。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第 9、議案第 3号「平成 29年度芸北広域環境施設組合一般

会計予算に対する関係市町の負担割合について」を議題といたし

ます。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提案理由の説明を求めます。 

議長。 

管理者、箕野博司君。 

提出議案書の 3 ページ目をお願いします。議案第 3 号、であり

ます。芸北広域環境施設組合規約第 13条第 3項の規定によりまし

て、平成 29年度芸北広域環境施設組合一般会計予算に対する関係

市町の負担割合を次ページにございますけども、別表のとおりと

するものでございます。内容につきましては、事務局から御説明

申し上げます。 

詳細について、事務局に説明を求めます。 

議長。 

事務局長、児玉一朗君。 

はい。事務局より御説明申し上げます。提出議案書の 4 ページ

目を御覧ください。 

この負担割合は、組合規約の規定によりまして、毎年度、組合

議会で定めることになっております。 

上の表の区分という欄がございます。各科目ごとに基本割、人

口割、実績割に基づいて計算しております。ほとんどの経費は、

その科目の総額の 30％を基本割として計算し、70％を人口割とし

ております。基本割というのは、合併前の町数になっておりまし

て、来年度から北広島町の芸北地域が加入されることから、安芸
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管 理 者 

高田市さんが 6 町、北広島町さんが 4 町、ということになります

ので、それぞれ 6/10、4/10という割合になっております。 

人口割は、各市町の人口の割合で、下の表のとおりでございま

す。これも来年度から、芸北地域の人口が算入されております。

2,306人になります、芸北地域の人口ですけれども。 

衛生費のごみ処理費のうち、維持管理費についてのみ、基本割

20％、人口割 10％、実績割 70％となっております。この実績割と

いいますのは、下の表にございます、きれいセンターでのごみ処

理量の割合です。予算年度の前年度の暦年実績、平成 28年の 1月

から 12 月までの処理量で、安芸高田市が 7,688.76t、 北広島町

4,835.97ｔです。こちらの処理量の方ですけれども、芸北地域分

の処理量が新たに加わっております。この負担割合につきまして

は、組合設立当時から基本的にこの考え方で行っておるところで

ございます。 

以上で、説明を終わります。 

これをもって提案理由の説明を終わります 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と言う者あり〕 

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第 3号「平成 29年度芸北広域環境施設組合一般

会計予算に対する関係市町の負担割合について」を、起立により

採決いたします。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いし

ます。 

  〔賛成者起立〕 

起立多数であります。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第 10、議案第 4 号「平成 29 年度芸北広域環境施設組合一

般会計予算」を、議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提案理由の説明を求めます。 

議長。 
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管理者、箕野博司君。 

はい。議案第 4 号、「平成 29 年度芸北広域環境施設組合一般会

計予算」でございます。 

平成 29年度一般会計予算書の１ページを御覧ください。 

平成 29年度の予算は、歳入歳出それぞれ 7億 3,979万 7,000円

でございまして、平成 28年度当初予算の 33％増となっておりま

す。組合加入負担金に係る歳入の増、焼却炉の修繕に伴う歳出の

増、他の要因がございますが、詳しくは、事務局の方から御説明

申し上げます。 

なお、職員の給与につきましては、組合条例の規定によりまし

て、北広島町における職員の給与に関する条例を準用しておりま

すので、御了承の程、お願いいたします。 

それでは、御審議・御可決の程、よろしくお願いを申し上げま

す。 

詳細について、事務局に説明を求めます。 

議長。 

事務局長、児玉一朗君。 

それでは事務局より予算について、御説明いたします。少し、

ちょっと資料が多いので、少しかいつまんで御説明させていただ

きたいと思っております。 

まず、予算の概要につきまして、資料の方を御覧ください。ク

リップで止めてある資料ですけれども、資料の 2 からでございま

す。 

資料の 2 でございますけれども、歳入・歳出の前年度との比較

表、財政調整基金の状況等についてまとめております。歳入の構

成市町の負担金でございますけれども、安芸高田市さんが一番上

の、表の一番上の段ですけれども、2 億 5,903 万 3,000 円、前年

度比 125 万 9,000 円の増、北広島町さんが 1 億 6,571 万 5,000 円

で 2,486万円の増となっております。それから、組合加入負担金、

芸北地域の加入に伴う組合加入負担金ですが、6,000 万円を計上

しております。交付税につきましては、来年度はございません。

施設建設費の公債費の負担が来年度なくなるということで、それ

に係るものがこれまで算入されておりましたけれども、来年度か

らはございません。 

それから、ごみ処理手数料でございますけれども、芸北地域の

加入に伴いまして、昨年度より 334 万 5,000 円増額し、 1 億 957
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万 9,000円計上しております。 

財産売払収入でございますが、1,031 万円、これはごみ収集車

の売却による収入でございます。 

繰入金ですが、財政調整基金の積立てから 1億 1,000万円。 

繰越金 1,100万円を計上しております。 

それから、雑入、有価物売却代、アルミ、鉄くず、それから新

聞雑誌等の古紙類等の売却益でございますけれども、1,272万9,000

円となっております。 

それから、歳出の方でございますけれども、財政調整基金積立

金を 6,024 万 5,000 円、これは組合加入負担金に相当する額でご

ざいます。以降、修繕費、委託費等、来年度増額となっておりま

す。事業の内容につきましては、また別の資料で御説明させてい

ただきたいと思います。 

2 の財政調整基金の状況でございますけれども、先ほどの表に

29年度分を付け加えたものでございますけれども、29年度は、補

修費用の増額ということもありまして、組合加入負担金と利子分

6,024万 5,000円を積立し、1億 1,000万円を繰入するということ

にさせていただければと思います。 

3 に予算編成方針がございますけれども、市町負担金の平準化

ということを前提に基金を活用しながら、住民の皆さんと協力し

ながら、コスト削減に努めてまいりたいと思っております。 

それから、2ページ目ですけれども、過去 10年間の予算額推移

をグラフにしております。下にカラーの表がございますけれども、

オレンジ色の線が安芸高田市さんの組合負担金額、青色の線が北

広島町さんの負担金でございます。市町の御担当者の皆様からも、

今後の財政状況は非常に厳しい状況であるということをお聞きし

ております。施設の老朽化は、進んでいくわけでございますけれ

ども、修繕を計画的に実施しながら、市町の負担金をなるべく抑

えるために、先ほどの財政調整基金を活用しながら、進めていき

たいと考えております。 

3 ページの方に歳入の算出根拠を載せております。ごみ袋の販

売手数料、それからきれいセンターへの持込みの手数料の見込額

でございます。現在の状況、芸北地域の加入といったことを考慮

いたしまして、前年度比 334万 5,000円の増として 29年度は 1億

957 万 9,000 円の予算を計上させていただいております。下の方

にですね、手数料、ごみ処理量の推移のグラフがございます。 
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それから 4 ページの方をお願いいたします。4 ページの方には

雑入の有価物の収入見込みをまとめております。アルミ、新聞、

雑誌の 28 年度の単価、それから 29 年度の見込み単価を載せてい

ただいております。金属スクラップ、現在上昇傾向にはあります

けれども、市況、現在の契約状況を勘案しまして、こちらの方は

202万 4,453円の増額をいたしまして、1,272万 9,765円というこ

とで計上させていただいております。 

それから 5 ページの方を御覧ください。5 ページには、電気、

燃料、それから、きれいセンターで使用しております薬品の予算

について、算出根拠を示しております。以上、資料 2 の説明を終

わりまして、資料 3の方を御覧ください。 

資料 3 ですが、29 年度の事業の主なものでございます。1、簡

素で効率的な組合運営を目指して、ということで、来年度からご

み収集運搬業務の完全委託を実施する予定でございます。現状は、

有限会社北広島町農林建公社への作業委託でございますけれども、

29年度からは、安芸高田市内の業者、芸北地域については、現状

の芸北地域の業者に委託する方向でございます。詳しくは、後ほ

ど、別の資料で御説明いたします。⑵の施設内作業につきまして

は、現状どおりの委託ということで計画しております。29年度の

施設内作業につきましては、有限会社北広島町農林建公社への作

業委託、それからプラスチック製容器包装の圧縮梱包運搬作業に

つきましては、安芸高田市の資源化業者へ、それぞれ委託する予

定でございます。ただし、今後は、今、写真がそこに載っており

ますけれども、選別作業、これを今は、きれいセンターでやって

おりますけれども、こうした作業も民間業者の施設でやることも

可能ですし、次のページ、2 ページを見ていただいたらと思うん

ですが、2 ページの上段に写真がございます。これは、甲田町で

取り組んでおられる分別モデル事業でございますけれども、ごみ

を出す時にびんを色別に分けて出すということで、これを甲田支

所の空いたスペースでやっておられます。こうすれば、きれいセ

ンターで選別する必要はなくなるわけですし、このまま民間の業

者が引き取りにここに来ればですね、きれいセンターからの収集

も必要はなくなるわけです。こうした取り組みを広げていきたい

と考えております。 

それから、2 の安全かつ安定的なごみ処理を持続するために、

ということで、施設の計画的補修ですが、現在も各機械設備を定
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期的に交換整備を行っているわけなんですけれども、29年度から

は、さらに補修の目的を明確化するために、最重要設備、基幹設

備、それから、その他の設備に分けて、補修の計画を立てていこ

うと思っております。例えば、ごみのクレーンですけれども、そ

こに写真が載っておりますけれども、これが止まりますと、ごみ

の処理が全てできなくなります。こういった重要な設備につきま

しては、定期的に部品交換しながら整備をしていく方針です。そ

れから稼働が停止しても、1 週間程度であれば、対応可能という

もの、例えばそこに、切断物コンベヤっていうのが書いてござい

ますが、これもベルトが摩耗しており、切れる、補修が必要な状

態なんですけれども、納期のかかる部品、ここで言いますとコン

ベヤのベルトですが、これが納期が 3 ヶ月 4 ヶ月かかるようなも

のでございます。その部品だけ準備しておいて、必要になった時

に交換する、という方法をとりたいと考えております。その他の

設備につきましては、例えば、先ほど、補正予算の時に説明しま

したバグフィルターろ布等交換整備ですが、その左側に、左の下

に写真がございます。黒い筒状のものが、ろ布でございますけれ

ども、このろ布の交換周期が、大体これまでは平成 16 年、平成

19年、平成 23年と、3年、4年おきという形で計画しておりまし

た。今年度実施する予定ではあったんですけれども、まだ強度等

測定しましたらですね、まだもうちょっと使える、それからろ布

の交換に合わせてですね、他に修理しなければいけない部分も出

てまいりましたので、29年度に延期するということで、来年度予

算に計上させていただいております。 

一番コストがかからないのはですね、機械を壊れるまで使うと

いうことでございますけれども、すぐに交換修理できれば問題な

いのですけれども、実際は、部品 1つが 2～3ヶ月以上も納期がか

かるということも最近では珍しくございません。処理、特に燃や

すごみの処理、焼却炉の維持管理を最重点に補修計画を進めてま

いりたいと思っております。右側の方に焼却炉の中の写真がござ

いますけれども、どうしてもこの中のレンガが劣化して崩れてき

ます。これを定期的に交換する方式で、今、やっております。 

それから、次のページ、3ページ目を御覧ください。3ページ目

にグラフが中ほどにございますけれども、赤の折れ線が死亡獣畜

の処理をしているグラフの状況でございますけれども、赤の折れ

線が、鹿の頭数でございます。きれいセンターで焼却している、
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処理しているものの数です。平成 23年度に 300頭であったものが、

平成 27年度、707頭と増加の一途です。1日にですね、10頭以上

入る時もございまして、1 時間に 1 回ぐらいしか、焼却炉に投入

できないということで、この処理の方法について検討していかな

ければと考えております。今、生ごみを肥料にするような形で、

この鹿を発酵処理で分解減量するという事例がありまして、来年

度、調査しながら、実証実験等も考えていきたいと思っておりま

す。 

それから、2 の災害廃棄物処理計画の策定等でございますが、

来年度、災害廃棄物処理計画につきまして、安芸高田市さんがモ

デル事業、計画策定そのものではなくて、その課題整理といった

内容ですが、それに採択されておられるということで、それに合

わせて、組合の方で、安芸高田市と北広島町の災害廃棄物処理計

画を立てる予定でございます。 

それから、施設整備基本構想の決定、地球温暖化対策実行計画

の策定ということを予定しております。 

それから資料の 5 を、すみません、資料の 4 を御覧ください。

資料の 4 ですけれども、収集運搬作業の業務委託についてでござ

います。現在、資料の 4 の１ページに収集の体制、北広島町農林

建公社が収集運搬を大朝地域、千代田地域、豊平地域、それから

安芸高田市全てを行っているんですけれども、29年度からは芸北

地域が加入しますけれども、既存の芸北地域の収集運搬業者が実

施するということで、それから大朝、千代田、豊平地域について

はこれまで通り北広島町農林建公社が収集運搬するということで。

それから、安芸高田市については、安芸高田市家庭ごみ共同企業

体というのを作られております。し尿の業者の方、それから一般

廃棄物の業者の方と共同してその収集運搬を行うということで現

在進めております。それに伴いまして収集車両も建公社それから

安芸高田市家庭ごみ共同企業体の方に譲渡するという方向で調整

しております。2 ページ目を開いてください。譲渡の車両ですけ

れども、そちらの方に簿価ですね、税法上の価格での譲渡という

ことで予定はしております。 

3ページ目を御覧ください。3ページ目にですね、この収集運搬

業務に係る経費についてまとめてございます。最も大きく変わる

のはですね、これまで車両は組合の車両でございまして、保険と

か燃料費全て組合持ちだったんですけれども、今度は業務委託と
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いうことで、それぞれ会社の方で必要経費の全てを負担していた

だくということになります。経費の増減につきましては、その、 

2 の表のようになっております。燃料費等は、燃料費、修繕費そ

ういったものが全て、その委託会社の負担になる予定でございま

す。削減効果として 818 万 6,559 円と数字を一応出しております

けれども、それに加えてですね、今後は車両を購入する必要がご

ざいませんので、それの削減効果ですとか、あるいはこの車両管

理に係る職員の人件費、これもかなりの工数になりますけれども、

そういったものも削減できると思っております。今後はこういっ

たことをですね、また、さらに経費節減・住民サービスの向上と

いうことで、高齢者世帯のごみ出し支援でありますとか、収集日

の検討ですね、古紙類、あまり出てないのに月 2 回する必要があ

るのかということもあります。それから先ほど甲田町の分別のモ

デル事業もございましたけど、拠点回収場所を設置することでで

すね、収集頻度を減らすことも可能ではないかと考えております。 

 ちょっとそれから、資料の 5 の方を御覧ください。芸北地域の

組合加入についてまとめたものが資料の 5 でございます。加入に

あたってですね、協議が決定したことが大体 6 つあるんですけれ

ども。まず、ごみ処理手数料について統一する。それから北広島

町において条例の変更、必要な事務処理を行う、ということはで

すね、既に北広島町さんの方で住民説明会等取り組んでいらっし

ゃるところでございます。それから安芸高田市議会、北広島町議

会の承認ですけれども、これも 9 月の議会で承認いただいて、県

の規約変更の許可が 12 月 21 日に下りたところでございます。4

月 1 日からの組合の加入というのが決定されております。それか

ら、現在残っているのは、4 番目の加入負担金の問題でございま

す。安芸高田市及び北広島町において加入負担金についてこうい

った算定方法につきまして、まだ 28年度の決算が終わっておりま

せんので詳細な金額が出せておりませんけれども、一番下の方に

算定方法がございます。その算定にしたがって、また数字の方算

出し、また皆さんの方に、また御教示いただければと思っており

ます。それから収集体制について、5 番目ですね。先ほど収集運

搬の変更がございましたけれども、これも北広島町の農林建公社

から安芸高田市、北広島町のそれぞれ指定する業者へということ

で、加入にあたっての条件ということで御協議いただいておりま

すけれども。これにつきましても、現在委託予定業者の方、農林
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建公社の方とも説明しまして、そっちの方向で進めているところ

でございます。ごみ袋も組合指定のものに変更するということで

ございますけれども、芸北地域におきましては、現在使用してお

ります山県郡西部衛生組合のごみ袋、これを使っているんですけ

ど来年度、平成 29 年の、今年の 9 月にですね、平成 29 年の 9 月

末まで使用を認めるということで、こちらも了承されております。

既に芸北地域ではですね、新しいこちらの組合のごみ袋も販売を

されていらっしゃいます。 

それから資料の 6 の方を御覧ください。資料 6 の方は、ごみ収

集日の変更ということで、今回の委託業務の変更に伴いまして、

変更させていただいております。１ページ目が安芸高田市さん、2

ページ目が北広島町さんの変更の内容です。それからごみの分け

方・出し方につきまして資料を作っております。それから、この

大きな、北広島町の方は、既に配られてらっしゃるんですけれど、

安芸高田市の方は、また後日お配りになられると思います。新し

い資料を作っております。以前、ごみ袋の色とこちらの分別の色

とが一致しなかったので、少し指摘がございまして、こちらの方、

考えております。 

それから資料の 7 の方がごみ処理状況の比較でございます。下

の表にですね、安芸高田市、北広島町、それから芸北地域のごみ

処理実績が平成 19 年から 28 年までずっと書いております。これ

は、暦年の処理実績ですので、1月から 12月までです。北広島町

芸北地域というのは、見ていただけたらわかるんですけど、28年

度 362.09トンと安芸高田市さん、北広島町さんに比べますとわず

か、まあ 2・3％の量ということで、処理は可能ということを御理

解していただけたらと思います。それから右側の方にですね、甲

田町分別モデル事業の量がございます。無色ビン、茶色ビン、そ

の他のビン、乾電池、合計 6,850kg。平成 28 年の 4 月から 12 月

で委託されております。こちらの方は、きれいセンターの方が回

収に行っておりますけれども、ごみ処理実績につきましては、こ

の分につきましては除外しております。 

資料8の方は市町別のごみ処理量をまとめたものでございます。

月別のごみ処理量、それから燃えるごみの種別、集団回収量とな

っております。 

それから資料の 9 ですね、本日お配りしました資料の 9 なんで

すけれども、現在の施設の状況につきまして、まとめております。 
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今、きれいセンターの方はごみ焼却処理施設と粗大ごみ処理施

設、それからストックヤード施設、この 3 つの施設があるんです

けれども。それぞれ、ごみ処理施設は、平成 7 年 4 月に稼働して

20年以上経過しております。今後の、これらの施設を今後どうす

るかということでございますけれども、ごみ処理施設につきまし

ては、来年度ですね、新しい施設を建設するか、今の施設を補修

して延命化するか、あるいは他の公共団体・民間施設での委託で

処理するかという 3 つの方向性のうち、どれに、どうした方針で

いくかということを来年度、皆さんに、御協議いただきながら決

めていきたいと思っております。 

それから粗大ごみ処理施設ですけれども、こちらの方は、先ほ

ど甲田町で分別モデル事業というもありましたけれども、わざわ

ざ新しい施設を立てる必要はないと思っております。広いスペー

スとですね、あとは手作業での分別も可能です。鉄くず等は民間

での資源化ルートも既にできていますので。そうした形で主要部

品の交換もできておりますので。このまま、もう壊れるまでと言

いますか、使えなくなるまで使う、あるいは他への委託というこ

とで考えていけたらと思っております。それからストックヤード

施設でございますけれども、これも平成 14年 4月に稼働しまして、

ペットボトル、トレイ等、当時は始めたんですが、平成 20年から

はプラスチック製容器包装も始めまして、そうした形でやってき

たんですけれども、こちらも機械の老朽化がありましたが、これ

も機械の更新をするんではなくて、民間委託による処理を行うと

いうことで、今、既に安芸高田市内の業者の方で圧縮梱包作業を

行っております。今後は、分別作業も含めた委託ということで、

こちらの施設の方も更新する必要はないですし、民間委託という

ことで検討させていただければと思っております。 

すみません。最後にですね、予算書の方を少し御説明させてい

ただいて終わりたいと思いますけども。黒い背表紙で綴じてござ

います、一般会計予算書です。内容につきましてはですね、先ほ

どの予算一覧表と重複しますので、ページをめくっていただくく

らいになるんですけれど。 

2 ページが歳入、それから 3 ページが歳出です。それから 5 ペ

ージ、6ページが明細になっております。7ページ、8ページに歳

入の、それぞれ、負担金の説明がございます。9 ページ、10 ペー

ジ、先ほどの表と同じような説明になりますので、省略させてい
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ただきます。11 ページからが歳出になります。11 ページ、12 ペ

ージの方、議会費それから総務費等になっております。13ページ、

14ページ財産管理費、こちらの方、科目の財産管理費の方で財政

調整基金の積立ということで 6,024 万 5,000 円計上させていただ

いております。15ページ、16ページが衛生費の歳出の内容でござ

います。それから 17 ページ、18 ページ、予備費でございます。

300 万円計上しております。19 ページが先ほどの負担割合の表で

す。20ページがですね、その負担割合の表に基づいて、それぞれ

の科目を計算したものでございます。20ページの表、例えば議会

費ですと安芸高田市さんが 14万 8,000円、北広島町が 9万 7,000

円、先ほどの基本割と人口割で配分しますと、そういった数字に

なるという詳細が書いてあります。それから 21ページからは給与

費明細書でございます。21 ページ、22 ページ、23 ページそれか

ら 24 ページ、給与に関わる明細でございます。最後のページ 26

ページが地方債に関わる調書でございます。今年度、起債の償還

が終わりましたので、今年度で、全て起債の償還が終わりました

ので、来年度からは地方債の現在高は、ゼロとなる予定です。 

以上で説明を終わります。御審議の程、よろしくお願いいたし

ます。 

これをもって、提案理由の説明を終わります。 

この際 11時 15分まで休憩といたします。 

  〔暫時休憩中〕 

休憩を閉じ再開いたします。 

これより質疑に入ります。 

議案につきましては、一般会計予算ということでございますが、

一般質問を別に設けておりませんので、組合の施策のこと、また

きれいセンターのことやごみの収集のことなど、その他、全般に

わたっての質問がございましたら、ここで、質問をしていただき

たいと思います。 

なお、質問は、一問一答方式でお願いをいたします。 

質疑は、ありませんか。 

議長。 

はい、5番、中田節雄君。 

はい、5 番中田です。数字的なことについて細かく聞くという

つもりはございません。ただですね、ごみの関係がごみの減量作

戦というのをやっておるはずなんでありますが、ごみについて、
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資料 8 にありますように安芸高田市さんのごみ、燃えるごみは減

少傾向、北広島町は微増傾向ということでありますけど、大体横

ばい状態で、きておる状況であります。この減量作戦というのが

ですね、どういったふうに取り組まれておるのか。これは安芸高

田市さんと北広島町では違うかもしれませんけども、やはりそこ

の啓蒙、住民意識の啓発、そこがですね、徹底的にそういったこ

とを本気で取り組んでおるという状況がなかなか見えてこないわ

けでありますが。そうしたことからまず始まって、ごみをいかに

持込みを減らすのか。そういったことを含めてですね、コストの

ことについてお伺いしてみるわけでありますが、見解をお伺いし

ます。 

答弁を求めます。 

議長。 

事務局長、児玉一朗君。 

議員のおっしゃるとおりでございまして、まずはごみの減量と

いうことにつきましては、住民の方の御協力が第一でございます。

その住民の方へのそういった説明ということになりますと、組合

で行うには、やはり限界、それから伝達の方法についてもですね、

問題が、媒体をそれほど持っておりませんので。市町さんと協力

しながらですね、北広島町さんだったら広報誌の方にそういった

記事を出していただいたり、きたひろネットで分別についての説

明をしていただいたり、また、安芸高田市さんの方でもですね、

環境まつりとかそういったことで意識啓発ということをさせて取

り組んでいらっしゃいます。ごみを減量すれば、特にですね、先

ほどごみの焼却施設の問題がございましたけれども、現在焼却ご

みの中で最も大きな割合を占めているのがプラスチック容器包装

のごみでございます。これも分別して、分けてピンクの袋で出し

ていただけたら資源化できますし、燃やす必要がないので燃える

ごみの削減ということになりますし、コストの削減にもつながっ

てくると思っております。それからもっとですね、コスト削減す

る取り組みとして、先ほど少し御説明しましたけども、甲田町で

分別モデル事業というのをやっておられます。例えば今、ビンや

缶は、月に 2 回収集しているんですけども、そういった拠点回収

の場所、スーパーとかですね、あるいは支所の空いたスペース、

そういったところで住民の人が気軽に出せるところがあればです

ね、そこに持って行ってもらえる、その代わり月 2 回の収集を月
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1回にさせていただくということで、コストの削減もできますし、

住民の方の利便性も損なわずにごみのコスト削減ができるのでは

ないかと考えております。こうしたこともですね、市町さんと協

力しなければできないことでございまして、そういったところで

取り組みも進めているところでございます。それから大規模店舗、

スーパーですね、そういったところもお願いしてですね、大規模

店舗からのごみの排出というのも削減していただくように考えて

いかないといけないと思っております。以上です。 

はい。5番、中田節雄君。 

はい。今事務局の方から答弁があったわけですが、やはり住民

の意識啓発のところがですね、やはり徹底していないんだろうと

思うわけです。私は、地域に住んでいて分別収集であるとか、そ

ういった減量作戦であるとかそういったことについての議論とい

うのは、ほとんどありません。以前テレビで見ていたら、ガレー

ジへですね、夏にスイカの皮がいっぱい干してある。これは乾燥

させてごみで出す、ということは、定着しておるんだと思うわけ

です、スイカの皮なんてものは、ほとんど水分ですから。そのま

まごみで出されていると水を燃やすだけですから非常にコストが

高くつく。そうしたところまで徹底してくると意識がかなり浸透

していくんではないかと思うわけです。これは組合の問題ですか

ら、組合は、安芸高田市さんと北広島町の 2 つに分かれているん

で、そこでの２つの取り組みがどういうふうになっていくか、そ

こはなかなか難しかろうと思うわけですが。先ほど答弁にあった

ように甲田町さんにおける分別収集の取り組み、こういった取り

組みが必要だろうと思うわけです。そうでないとずっとこの問題

はですね、一定量この負担は、ずっとかかってくる。そしてやは

り、また建築、またこれは後で質問しますけれども、非常にコス

ト削減ということにはならない。やはりここはですね、非常に大

きなポイントだろうと思うわけですが、やはり意識啓発の取り組

み、これは安芸高田市さんと北広島町は違うと思うんですが、そ

の辺、統一したものになることはできないかですね。やはり、そ

れと、さらにごみの分別収集の細分化、これを徹底してくるとご

みのリサイクルに回すものが多くなりますので、焼却は減ってく

ると思うわけですが。今の分別を、スタイルを変えるということ

については、これは定着しておりますので、なかなか住民の方に

は、新しいシステムにはなかなか抵抗があるかもしれませんが、
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やはりそこのところを住民の方も相応の負担がいるんだと、分別

について細分化して、リサイクルに回すとなると、そういった意

識啓発も含めて今後の取り組みはどういうふうにお考えかお伺い

します。 

議長。 

答弁を求めます。はい、箕野町長。 

今、中田議員に指摘がありましたけれども、ごみの減量化、分

別、町民市民の皆さんの御理解をいただかなければ、なかなか前

に進まないという現状があります。そうした中で、安芸高田市さ

んの方で、甲田町の方で先進的な取り組みをしていただいており

ます。これもかなり分別を、これまでのよりはさらに進めていく

という取り組みでありまして、今後そういった取り組みを拡大さ

せていただこうという思いではおります。いずれにしましても町

民・市民の皆さんの御理解がなければ、なかなか前に進まないと

いうことでありまして、今後とも啓蒙活動等進めていきたいとい

うふうに思いますが。もう少し具体的な計画作りもしながら進め

ていきたいというふうに思っておりますし、大規模店舗等の取り

組み、ここらのごみの問題も並行して進めてまいりたいと考えて

おるところであります。よろしくお願いいたします。 

ほかに。はい、中田節雄君。 

今後検討を重ねていくということでありますけども、やはり今

から数値にもありますように、鹿、そういったものの持込みが増

えておるということですね。これは、生ですから水分を燃やして

いくということについて非常にコストが高くつく。それと同時に

また今後ますます増えてくるであろう紙おむつ。これは高齢化社

会を迎える中で、まだ今後 10 年、15 年は続くんではなかろうか

と思いますけども。そうしたところの取扱い、これがですね、大

きな問題になるだろうと思っております。そうした肥料にすると

かといったこともございますが、こういったことが全て持ち込ん

だもの全て肥料化できるのかどうか。それと紙おむつについて、

やはり非常に資源としてリサイクルをしていくということを考え

ていくべきではなかろうかと思っております。やはり紙おむつの

原料のパルプですね、パルプの原材料となるものは外国から輸入

してくると。日本でなかなかリサイクルすると高くつくというこ

とで、パルプを輸入しておりますけども、これもいつまで入って

くるのか、国際情勢が混沌としている状況の中でこうしたものを
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ですね、やはりそこにずっと頼っていくわけにはいかないだろう

と。やはりそういったことも含めてリサイクルして、やはりまた

使っていく。このことについては、また施設の経費が非常に高く

つくという側面もあるわけでございますが、これは日本の国家全

体の問題としていろんな各省庁がですね、管理者、副管理者含め

て、やはりこうしたことを真剣にリサイクルしていかなければ日

本の資源は枯渇すると。外国からいつまでも入ってこないという

ことを踏まえて、要望される気はありませんか？ 

答弁を求めます。 

はい。 

副管理者。 

はい。私が言っていることは、町長さんと同じことなんで。実

は、町長さんと動いていることはですね、県の方に紙おむつあた

りがリサイクルに使えんかということも提案しております。それ

とですね、最初はですね、生産をする、紙おむつ自体をですね、

業者と一緒になって、例えば洗濯はできないかとかですね。こう

いうこととか、今一緒になって考えているんですよ。これは非公

式ですけれど、町長さんと二人でそういう行動をとっています。

厚生労働省の方はですね、この間話をしたら、昔は、レンタルの

布のおむつでやりよったわけですが、衛生上考えれば、非常にこ

ういうことも考えているんですけれども、業者が絡んだりしてい

ますので。ここのところは、我々これからも根強く両町でやらし

ていきたいと。今、森永局長あたりは非常に好意的なんでね、こ

ういうことについては。女性ですから。一緒にやろうという機運

は高まっておりますので、さらにこれを推し進めていきたいと、

かように思っております。 

それからさっきのごみの減量化なんですけれども、基本的には

ゼロエミッションに向いている、ゼロっていう、分別すればごみ

はないんですよね。さっき事務局長も言ったんですけど、施設を

大きくする前にごみを減らそうじゃないかということを今一緒に

考えている。その中で一番大きなのが、我々が思っているのはそ

の紙おむつとかですね、動物の死骸扱いが、非常に扱うだけなら

いいんだけど、これ生の物を重油をかけて燃やしているわけです

から。まあ、ここはしっかり、その前に検討していかないといか

んと、かように思っております。 

元々は山県郡、高田郡というところはですね、ごみというのは
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畑に埋めればええんじゃ、という概念なんで。ここが一番ガンな

んですよね。我々がなんぼ言ってもですね、都会へ行ったらわり

かし分別してくれるんですけど、畑に埋めるような概念におられ

たらですね、非常に分別のことに対して非協力的なんで。ここの

ところは、しっかりとまたこれから両町で議論していきたいと思

います。モデルをやっているから、うちは褒めてもらったんです

が、ありがとうございます。褒めてもらっても 3 年も 4 年もやっ

ているんですよ。だけど、ここもっとね、一歩進んでいかないと

いけないんです、前に。そのためには、ある程度ですね、住民の

方々にいろんな利便性を与えるのもいいかなと思っております。

まあ、こういうことを総合的に考えながら、さっきの事務局長が

言ったぶんのごみの施設をこれからどうするかという議論の前に

ですね、減らすということをしっかり考えていかんと思っており

ますので、御理解してもらいたいと思います。皆さんと協議して

いきながらですね、両町がですね、やっぱりこのことをやはり知

っていかないと、市民の啓発も遅れておると思いますので。どう

かよろしくお願いします。非常にいい提案ありがとうございまし

た。 

はい、5番、中田節雄君。 

まぁ、いろいろ研究をされていくという答弁でございました。

まあ紙おむつ辺りはですね、副管理者として九州へ視察に行って

ですね、バージンパルプ、非常に素晴らしいパルプが取れるとい

うことでございますんで。やはり、これは資源として活用できる

と、ただコストの問題があってですね、これは日本全体で考えて

いくべき問題であろうというふうに思っております。そしてです

ね、現在のごみの焼却施設、これがもう 20年以上経過して、非常

に老朽化しておると。いうことで、積立金等もこうしてまだ 3 億

くらいしかないという中で事業とすればですね、資料 9 にあるよ

うに 38億かかるということでございます。これまたねぇ、同じこ

とを繰り返していくと、やはり町、市町の負担というのは、ずっ

とこれが変わらないわけです。コストをいかに抑えていくかとい

う観点からするとですね、やはりもっと今のようなことを県、国

への要望活動、そしてやはりごみに対する考え方、そしてリサイ

クルにする考え方、資源としての価値の考え方、こういったもの

をね、早急にですね、取り組みを。まあこれは日本全国の問題で

すから、本町、この組合だけの問題ではないと思います。これを
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やはりそういった要望活動というのをやはり国、いろんな省庁が

ございますが、そこを動かすだけのものがないと。やはり、これ

現場におられる管理者、副管理者の意見が非常に強うございます

ので、現場を踏襲しているわけですから。やはりそうしたことを

ですね、どんどんどんどん積極的に展開して、やはりまたこうし

た施設を作るのに、どうしても燃やさなきゃならないもんはある

わけですが、38億もかかることがないように、努力していただく

ことをお願いしときます。以上です。 

ほかに質疑はありませんか。 

議長。 

はい、4番、美濃君。 

失礼します。4番、美濃です。 

数字の確認をさせていただきたいと思うんですが、１点なんで

すが。資料の 2のごみの衛生費の予算額について、平成 29年度は

6 億 3,651 万 9,000 円というふうに読み取るんですが、前年度と

比べて、この表ではですね、グラフですが、2ページです、2ペー

ジのグラフです、28年が、ごめんなさい、これはごみ処理、衛生

費ですよね、衛生費がかなり高く、28％上がっているんですけど。

その処理量ですよね、処理量が次のページに、3 ページに、28 年

度と 29年度と比較して下がっている。これは私、量が減って、ご

み処理費が、衛生費ですね、高くなるという理屈が最初わかんな

いんでこれをちょっと教えていただきたいと思うんですが。それ

違うよ、というのならそれで結構ですから。 

議長。 

答弁を求めます。児玉事務局長。 

お答えいたします。確かに一般的に考えるとごみの量が増えれ

ば処理費も増えるというお考えになるとは思うんですが。実際の

ところはですね、ごみの処理量と衛生費というのは、もちろん比

例する部分もございます、薬品とか消耗品についてはそうなるん

ですけれども、最も主な要因というのは補修費になります。です

ので、先ほど 2 ページのグラフの表を見ていただくとわかるんで

すけれども、今年度、主にですね、衛生費が増えているというの

は、補修費ですね。今回焼却炉が最も補修に費用が掛かるんです

けれども、そちらの方の予算が通常と比べてですね、かかってい

ることがございます。1 ページ、資料の 2 の 1 ページのところの

主な予算支出項目というところの修繕費がございます。燃焼ガス
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冷却設備修繕 4,563 万 1,000 円というのがございますけれども、

これは実際のところ 5 年に 1 回とか 4 年に 1 回とかという周期で

行うものです。それからバグフィルターのろ布の交換整備、これ

も先ほど少し説明しましたけれども 3年、4年、5年周期でするも

のです。したがいまして、その補修費の関係でですね、衛生費が

増えているというところがございます。 

それから収集運搬業務も、委託料ということで今回新しく芸北

地域の収集が増えました。この芸北地域の収集の委託料というの

が今回新たに増えております。そういったことで衛生費の方が増

加している要因になっている、ということです。 

議長。 

4番、美濃孝二君。 

はい。補修費、例えばですね、この 2 ページのグラフでは大規

模修繕となると色が変わって別枠になっていますよね。大規模修

繕じゃない補修費という趣旨なんでしょうか、今言われているの

は。それで、そのことで、そうであるならば色を分けるとかなん

とかした方が理解がしやすいんじゃないかということです。 

それで、時間もおありなんでしょうから、そうですね、資料 3

の 1ページ。芸北広域組合の事業概要のところで、平成 29年度で

すね、その中段辺りに、資料 3 の 1 ページですが、将来展望、市

町による直接委託からですね、利点ということで独自の収集体制

ということがありますけども、後も読んでみますと、例えばごみ

ステーションの配置、設置、こういうものについては、市町で考

えてくださいよということが可能なのかどうか伺います。 

答弁を求めます。 

議長。 

児玉事務局長。 

お答えします。まず最初の補修費のことでございますけども、

確かに議員がおっしゃるように、この私の作った資料は少し見に

くいものになっております。実は、資料の 2 の 2 ページ目の大規

模修繕分と書いてある、色分けしてある部分がございますが、大

規模修繕分は更新、全く新しいものを更新したものに限って色分

けをしていますので、少しちょっと誤解を招いたかもしれません。

これはガス冷却室更新といいまして、ここの部分、パーツをそっ

くり新品と取り換えるというイメージです。1 号炉ごみ投入ホッ

パー他更新というのもホッパー自体を補修ではなくて新品と取り
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換えるという補修です。今回の補修もですね、そういう意味では

ガス冷却室の大規模修繕には当たるんですが、外側のケーシング

は残したままで、中だけ打ち替えるという意味合いから少し除外

したんですが。この確かにおっしゃるように 3 年周期、4 年周期

という大規模の修繕がありますので。そのあたり、このグラフで

はちょっと御理解が難しかったかと思います。このあたり、ちょ

っと今後は資料を考えていきたいと思っております。 

それからもうひとつ、ごみの収集のステーションの位置とかの

御質問ですけれども、今、組合の事務として行うことという中に

組合規約がありまして、元々ごみの処理の事務っていうのは市町

さんが行う事務ですが、消防とか病院とか、そういったように経

費のかかるものについては、複数の市町で共同してその事務を行

った方が効率的であるもの、それでですね、一部事務組合という

のがございます。したがいまして、市町さんが元々持ってらっし

ゃる権限、仕事というのを組合が今持っているということになり

ます。その中で今、ごみの収集ですね、収集も組合が行っている

んですけれども。これも今ちょうど、これまでは、組合が直営と

いう形で収集していました。組合の車両で作業だけを委託して同

じ車両が、北広島町さん、それから安芸高田市さんを収集してい

たんですが、来年度からは北広島町さんは北広島町さんが、安芸

高田市さんは安芸高田市さんの車が回る、ということになります。

そうするとですね、組合で行っている意味っていうのも少し薄れ

てくるのかなと思います。となれば、その収集運搬の事務につい

ては、組合の事務から外して、市町さんの事務ということにさせ

ていただいたら、今度は北広島町さん、安芸高田市さんで自由に

収集日も決められるし、収集の分別の方法も自由に決められると

いうところもございます。安芸高田市さん、今は安芸高田市さん、

北広島町さんそれぞれ全部分別の内容もごみ袋も収集回数も収集

料金も全部同じですけれども、それらを自由に変えられるという

利点がございます。ただし、その分市町さんの負担も増えるのは

確かです。ですので、そのあたりを市町さんと考えていかないと

いけないんですが。ただ、今、実際、実務的にですね、ごみステ

ーションの設置についてですけれども、そういった事務について

は、組合でやっておりますけれども、実際のところ、今、それは

住民からの要望に市町さんの窓口で受けて、組合の方でそれを審

査して要望にお応えしているという状況です。具体的には、市町
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さんといつも連携しながらやっているんですけれども、手続上、

今ちょっとそこに書いてある意味合いは、そういう意味です。以

上です。 

はい、4番。 

美濃です。わかりました。今後の方向は、わかったんですけれ

ど、なぜこんなことを言うかと言いますと、地域によって高齢化

が進んでですね、ステーションまで持っていけないというところ

が結構出ていまして、以前町の方と状況を聞きましたら、1 行政

区に１ヶ所だという縛りがあるからできないということもあった

んですが、今後はできると、負担は市町の負担だけれどもできる、

ということを確認させてもらいます。 

次にですね、すぐ終わりますからね。災害がれきの話がなされ

ました。これについては、今年度計画の前の検討をするというこ

とで、国の事業採用ということですが、心配なのは広域処理で行

う時の放射能の影響というのがあるんですよね。いろんな取決め

をやって進めているわけですが、この点についての今年検討する

中身について、もう一歩お伺いをしたいと思います。 

答弁を求めます。 

議長。 

児玉事務局長。 

先ほど、ごみステーションの話について少し補足的に説明させ

ていただきます。今、１行政区に１ヶ所というのが基本でござい

ます、ごみステーションの設置については。ただしですね、住宅

密集地とかですね、20戸以上の利用があればですね、さらに１ヶ

所増設できることになっております。それからまた、既存のごみ

ステーションからちょっと遠方であるっていうところであれば、

またある条件をもとに認めるということもございます。それはま

た、個々に町民課さんの方にでも、お伺いいただいたら良いと思

います。 

高齢者世帯の支援についてではですね、最近の、これもまた市

町さんと協議をしなきゃいけないんですけれども、福祉的配慮で

その家に収集に行くとか、そういったサービスも検討してほしい、

といったことも以前、議会の方からも御検討をお願いされている

ところでございますので、そういったことも含めて検討させてい

ただけたらと思っております。 

もう一つ、災害廃棄物につきましては、少し私説明が十分でな
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かったんですが。安芸高田市さんが採択されているのが災害廃棄

物のモデル事業と言いますか、災害廃棄物処理計画策定の事前の

調査に関わるモデル事業っていうのに採択されていらっしゃいま

す。それは国の費用で全部行うことができるようになっています。

ただし条件として、そのモデル事業、採択になったということに

なれば、災害廃棄物処理計画を立てなくてはいけないということ、

これは当然のことです。その災害廃棄物処理計画を来年度組合で

策定するということです。ですので、モデル事業はモデル事業と

して環境省さんの方で別にされる。うちの組合は、そのデータを

使いながら災害廃棄物の計画に使うということです。使って作る

ということです。その災害廃棄物の計画は、安芸高田市災害廃棄

物処理計画、北広島町災害廃棄物処理計画という形になってでて

きます。で、今、広島県が災害廃棄物処理計画を来年度に立てま

す。それに合わせて、まずは県の計画を立てないと、そのデータ

がもらえないので、そのあたりを連携しながら来年度立てていく、

という方向です。 

放射能の問題については、放射能の処理というのは、以前の東

日本震災等の災害廃棄物の受け入れについてですよね。たぶん全

国でそういった受け入れが可能かどうかということのお話だった

んだと思うんですけれども。今回の災害廃棄物の計画というのは、

この安芸高田市、北広島町で大規模な災害が起こった時に、その

廃棄物をどこに、どのように処理するかという計画でございます。

以上です。 

議長。 

4番、美濃孝二君。 

了解しました。最後にですね、先ほどからあるごみの減量の問

題で、詳しくは今回は聞きませんが、1 点だけ伺います。平成 20

年度に策定された基本計画が、今これに基づいて執行されている

と思うんですが、平成 33年度までではないかと思うんで、まあ途

中だと思うんです。その中で先ほどから議論になっている可燃ご

みの問題、量を減らす問題で、その時に成分調査をされたと。そ

の結果ですね、例えば家庭系の中に古紙類が 17％入っていると。

事業系には約 40％、古紙類等々がОＡ用紙も含めて入っていると

いうことで。これらを資源化するという目標が、計画が出されて

いるわけですが、現在ですね、これ、どういうふうに進んできて

いるのか。特にこの時に出たのは、市町の役所のごみの中にこれ
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がたくさんあるという話があったんですね。どのように改善をさ

れてきているのか。 

答弁を求めます。 

議長。 

児玉事務局長。 

そうですね、議員さん大変良く御理解いただいていると思いま

す。確かに平成 20年に処理計画を立ててそれに向かって進めてき

たんですけれども、計画達成が今できている部分と、できていな

い部分というのがございます。成分の調査につきましては当時確

かに古紙類が多いということで、役場内の古紙も確かに多かった

ので、最近は役場内の古紙は古紙として分別して、まあ北広島町

役場さんもそうですけれど、月に 1 回古紙の日というのを設けら

れて、古紙はその時に出しましょうということで、分別して収集

していらっしゃいます。それから安芸高田市さんの方ではですね、

集団回収を率先するために、当時としたら 1kgあたり 10円という

集団回収の助成金ですね、かなり、県内でも一番高額な助成金を

出されて集団回収を進めていらっしゃいました。それが資料 8 の

方になりますけれども、集団回収がすごく伸びているというとこ

ろがその状況にあります。ただし、最近はですね、店舗でもされ

ています。吉田町にあります大型スーパーでは、1kg あたり 1 ポ

イントという、1 円として使えるんですけれども、そういった形

で回収をしていただいたり、というところもありますし、お酒屋

さんでもですね、アルミ缶や雑誌を回収されていらっしゃる場所

も出てきております。そういった形で安芸高田市さんの集団回収

量というのは、伸び悩んでいるというか、減少傾向にあるのでは

ないかなぁと思います。一方、北広島町さんはですね、そういっ

た安芸高田市さんの施策というのを考えられまして、平成 23年度

から、ちょっと遅くなったんだけれども、集団回収の助成という

ことで。当時は kg何円という一律ではなくてですね、それぞれ地

域ごとに、千代田地域、大朝地域という地域ごとに、それぞれ報

奨金という形で、1位、2位という形で、集団回収を進めてらっし

ゃるというのがあります。北広島町さんは、やはりそういった効

果もあって、やはり助成金を付けるとかなり集団回収量で、古紙

の量も増えてきているなと思います。今後どうするかということ

なんですけれども、最近もごみの袋を破ってですね、いろいろ調

査したんですけれども、それもやはり古紙の割合というのはかな
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り多くありました。それからプラスチックの割合もありました。

それから先ほどあった紙おむつというのもあります。こういった

ものも、資源化できる方法もありますので。それをいかに先ほど、

他の議員の方からも指摘がございましたけれども、住民の方にい

かに分けてもらえるかというところを、どう取り組んでいくかと

いうところです。紙おむつにつきましてもですね、病院等事業所

を回りましたら、もう、排出する時点で紙おむつだけをきちんと

分けていらっしゃることころもありました。ですので、今、試験

的に紙おむつをですね、リサイクルしているんですけれども、こ

れも全然できないことではないなあと思っております。ただそこ

で先ほど副管理者の方からありましたけれども、動機づけですよ

ね、インセンティブといいますか、そういったことを取り組みを

する、コストがかかる、それに見合った報酬というのを考えてい

かないと、なかなか住民の方にも取り組んでいただけないのかな

と思っております。ただ、こうしよう、ああしようという声掛け、

啓発だけではなかなか動いていただけない。地域の方にその分に

見合った何がしかの利益というか、便益をですね、与えられるよ

うな施策にしないとうまくいかないのかなぁと考えております。

以上です。 

ほかに質疑はありませんか。 

議長。 

2番、熊高昌三君。 

美濃議員が、あせっていただいたんですが、私の方は、少し時

間をとっていただきますけれども。 

何点か確認をさせていただきたいと思いますが、予算書の 16ペ

ージのですね、11節の関係で、先ほども出たこともありますけど

も、一つは電気料が 3 千万余り費用がいっておりますが、昨年か

ら新電力という形でですね、動いておりますが、この取り組みと

いうのは、どうなっているんかということが 1点。 

それから先ほども出ました、各種機器装置等修繕費、1億 6,256

万円ということがありますけども、先ほどの資料から言いますと

7 千万くらいの修繕費なんですけども、そのほかの内容について

聞き漏らしたかもしれませんがお伺いしたいと思います。 

答弁を求めます。 

議長。 

児玉事務局長。 
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はい。お答えします。新電力の取り組みでございますけれども、

確かに今、最近は安芸高田市さんの方も電力事業者さん、いろい

ろ、ソーラーパネル等利用した新電力の参入業者もございまして、

実際のところ検討はしたところでございますけれども、うちの場

合、高圧電力ということで、中国電力さんとの契約なんですけれ

ども、そちらの方が現段階では費用的には安いということで。そ

の代わり電力プランについては、今年度見直しをしました。中国

電力さんのプランの中でもですね、長期継続契約、それからいろ

んなメニューをですね、中国電力さんもいろいろ考えられていら

っしゃいまして、それで試算で言うと 10 万、20 万でしたけれど

も、そういったプランに変更ということは考えております。電力

入札ということも今後見込まれますので、そうした形で事業者の

方からそういった御紹介があれば、検討しながら進めていきたい

と思っております。 

それから補修費の内容でございますけれども、主な補修費とい

うのが先ほどのバグフィルターのろ布の交換整備ですとか、それ

から、ガス冷却室の更新といったものでございます。他には、大

きなものとしては、切断物のコンベヤ、資料の、資料 3 の方です

けれども、資料の 3 の 2 ページ目ですけれども、そちらの方に主

要な機器の予算がございます。ごみクレーンの定期点検、これが

年間 594 万円ですけれども、大体これは毎年整備しております。

先ほど申しましたように重要機器ですので、部品は定期的に交換

するようにしております。それから粗大ごみの方ですけれども、

切断物コンベヤのベルトの購入費、これが 648 万円となっており

ます。これは粗大ごみの中では、今期一番費用のかかるものでご

ざいまして、これを変えることによってですね、粗大ごみの方の

基幹設備の更新は、今後はないと思います。 

それからバグフィルターのろ布の整備、それが 2,400 万円とい

うふうになっております。それからここに出ておりませんけれど

も、その下に写真がございます。レンガが壊れております。この

レンガの補修費が、予算が 2,000 万円程度ございます。それから

火格子部分というのがございますけれども、この火格子というの

が、この上でごみを燃やすところなんですが、この火格子部分の

補修費というのがまた 2,000万近くございます。以上です。 

答弁を終わります。 

議長。 
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2番、熊高昌三君。 

新電力については検討されたということなんで、少しでも経費

削減につながるような検討をいただきたいと思います。 

各種機器装置についても、今説明がありましたが、7,000 万と

あと 9,000 万くらいのものが 3,000 万、7,000 万、燃焼ガス冷却

装置も 4,500 万ですか、これが大きいですね。それに足しても、

まああと 2,000 万くらい細かいものがあるんだというふうに思い

ますが、概略わかりました。 

それから資料 2 のですね、4 ページの金属類の鉄くず、スチー

ルプレスというのが、10数パーセント単価が上がっておるんでし

ょうけれども。かなり増えておるように見受けるんですが。まあ、

127万。これの要因についてもう少し詳しくお答え願えますか？ 

答弁を求めます。 

議長。 

児玉事務局長。 

お答えします。資料の 2 の 4 ページのところでございますけれ

ども、雑入の金属類の価格のことでございますけれども、価格に

つきましてはですね、最近鉄くずの市況というのがちょっと上昇

傾向にございます。逆に昨年度というのがすごく単価的に、一番、

4 月というのが、鉄くず、一番低い状況でした。それから上がっ

たり下がったりでございまして。若干、来年度高いと予想してお

ります。量につきましてはですね、これは年度によってすごく実

績に差があることがございまして、その部分、ちょっと原因がつ

かめてないんですけれども。28年度の予算数値から、28年度の実

績相当を考えますと、鉄くずの量というのは、少し増加している

傾向が見られます。芸北地域が入られるということもあるんです

が、それについてはわずかな量ではあります。一時期、野原で回

収と言いますが、違法な業者もおられたんですが、原っぱで回収

したりとか、そういうことがございまして、そちらに一時期、鉄

くずとかが流れたという状況がございますが、最近そういった違

法業者の取締り等もありまして、そういった持ち込み先があまり

ないというのがあるのか、鉄くずの方は増えている状況にありま

す。以上です。 

議長。 

2番、熊高昌三君。 

これまでの実績に基づいて見込をしたということなんでしょう
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から、理解しました。 

資料 4のですね、1ページの新しい仕組みになるということで、

安芸高田市の場合は、ジョイントベンチャーでですね、4 社が取

り組みをするというふうに真ん中あたりの、四角の中に書いてあ

りますけれども、この 4 つの企業のジョイントベンチャーはどの

ように運行するような形を予定されておるのか、お聞きしたいと

思います。 

答弁を求めます。 

議長。 

児玉事務局長。 

お答えします。安芸高田市内の家庭ごみはですね、今 JVを組ま

れている 4 社で進めておられる状況です。それにつきましては、

現在決まっているのは、地域ごとに分けて進めていかれる予定で

あります。例えば、甲田町・向原町さんは国司衛生さん、それか

ら八千代町はマルシンさんといった形でですね、それぞれ地域を

分けた形で、基本的には、その地域ごとに責任を持ちながら全体

として安芸高田市の収集運搬に支障がないように、ということで

検討をしていただいております。以上です。 

議長。 

はい、2番、熊高昌三君。 

大体方向がわかりましたので。当面、担当市とですね、いろい

ろ協議をしながらやられるんだと思いますし、先ほど美濃議員か

らもあったように収集場所のことは非常に課題もありますので、

そこらも含めて地域に根差したような取り組みをされるように協

議いただきたいと思います。 

ちょっと全体で、何点か細かいことも含めてお聞きしたいと思

いますが。分別の推進ということで、上勝あたりのゼロエミッシ

ョンとかそういったことを市長も先ほどおっしゃっていましたけ

れども。いろいろ甲田町あたりで取り組みをされていらっしゃい

ますが、いわゆる資源ごみについてはですね、そういった取り組

みが非常に効果があるんだと思いますけれども。そこらも含めて

意識を高揚するということについてはですね、各市町できめ細か

くそういったことを取り組むという方向をですね、組合として連

携してすべきではないかと思いますので、今後するということで

ありましたので、スピード感をもってですね、是非取り組んでい

ただきたいということを、これは要望しておきたいと思います。 
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生ごみあたりが特に問題になるんですが、安芸高田市あたりも

竹チップのですね、堆肥化という形もしましたし、先ほど浜田市

長もおっしゃっておりましたが、田舎は畑に埋めるとかいう、逆

にこれは田舎でないとできないこともあるんですけれども。私も

自分自身の生ごみは自分の畑に埋めて発酵させるということもあ

るんで。これは、水分がそのままあっても随分量としては減って

くるんで、そうした不法じゃなしに、しっかりとした管理をしな

がら、してもらうということも、逆に生ごみ処理のことも含めて

ですね、非常にいいのじゃないかなと思いますので。これも市町

と連携をしてですね、しっかり減量作戦の一つとして継続的に取

り組んでいただきたいと思います。 

それから大規模店舗でですね、いろいろ取り組みをされておる

というのも効果があるということですが。発泡トレイとかもそこ

で回収しておりますし、そういったものも含めて、プラごみとか

あるいはプラごみになりませんから、燃焼ごみになるんですかね、

そういったことも含めて企業とも連携しながらやることで、燃焼

ごみというのは減少できるんかなという気がしますので。そこら

は、企業とどんなふうに取り組んでいくかという、そういった場

をですね、市町を中心にこれはすべきだと思いますので。そこら

のきめ細かいことも連携しながら、組合としても方向性を出すべ

きじゃないかな、という気がしますので、これらについても御答

弁があればお聞きしたいということがあります。 

それから、その中で布ごみというのがですね、資源ごみとして

まだ十分理解されていないのかなという気がします。これもスー

パーあたりでは、ある程度大きいものは資源として回収していた

だいておりますが。ある程度燃焼ごみとして出ておる部分もあろ

うと思いますし、以前は布を切ってですね、ウエスですかね、そ

ういったものの利用というものもありましたけれども。ここらも

少しではありましょうけれどもやはり減量に対する取り組みとし

て、資源ごみとしての扱いというのがですね、必要ではないかな

という気がします。 

一点ちょっと言っておきますけども、プラごみの収集の基準に

ついてですね。以前は、はがき大以上のものでないといけないと

いう認識がありまして、今までもありましたが。最近聞きますと

それはもっと小さいものでも良いような機械になったということ

ですが、これが周知徹底がなされてないような気がするんですよ
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ね。それについての取り組みについてお伺いしたいと思います。 

さらに関係して、ピンクのいわゆるプラごみの袋ですね、これ

結構大きなものですから、お年寄りなんかのところはですね、若

い人は結構早くいっぱいになるんですが、これも可燃ごみの白い

袋のように小袋を作る必要があるのかなという気がしますので、

それについても御検討されておるのかどうかということをお聞き

したいと思います。 

ちょっとたくさん言いましたので簡単で結構ですので、御答弁

いただければと思います。 

答弁を求めます。 

議長。 

児玉事務局長。 

はい。お答えします。確かに減量について企業との連携という

のは必要でございますので、最近市町の連絡会議というのを 2 ヶ

月に 1 回とか定期的に設けております。その中で協議しながら、

大規模店舗さんの方にお願いに行ったり、あるいは安芸高田市さ

ん自体ですね、拡大生産者責任という形でですね、国の方に企業

に対して、そういった最終的にごみについての責任を取るように

といった要望書も出されているとお伺いしております。そういっ

た形での企業との協力を検討していきたいと思います。 

それから布ごみとかについてでございますけれども、実際きれ

いセンターでは衣類とかですね、それだけ持ってこられたらリサ

イクルしている状況にございます。リサイクルできる体制は整っ

てはいるんですけれども、分別の品目として布ごみがないので、

出される段階で布ごみを分けて出すという意識がないのかもしれ

ません。こうした分別の細分化、先ほどありましたけれど、紙お

むつとか衣類ですね、分別の区分の変更というのも今後検討して

いかないといけないと思っておりますし、先ほどおっしゃったプ

ラスチックごみの小さな袋もないのか、という御要望もございま

した。実際燃えるごみもですね、もっと小さい袋がないのかとい

う御要望もございます。それらも含めて来年度ちょっと検討して

いきまして、ちょうど消費税も導入が、またございますので、そ

れに合わせてごみ処理手数料の見直しですとか、ごみ袋、分別の

あり方というのも検討させていきたいと思います。以上です。 

答弁を終わります。 

はい、議長。 
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2番、熊高昌三君。 

沢山言いましたが、適切な御答弁ありがとうございました。 

最後に以前モニター制度というのがありましてですね、先ほど

のような、いろいろ細かい課題を含めて、やはり実際にその取り

組まれる皆さんの意見をしっかり聞くということが必要じゃない

かということを、この間、市の議会でも言いましたけれども。一

定の、以前、効果もあったように思いますので、その辺の取り組

みというのをどのように考えておられるのか、最後にお聞きした

いと思います。 

答弁を求めます。 

議長。 

児玉事務局長。 

はい。以前、平成 20年に新しいプラスチックごみを分別する場

合にモニター制度を導入しまして、実際にいろんな方から御意見

をいただいたのは、非常に、新しいごみ袋のデザインですとか、

大きさとかについて、非常に効果があったと思います。今、いろ

いろな計画とかを立てるのに検討委員会でですね、あて職でいろ

いろな方が来られるんですけれど、実際それは、あて職というこ

ともあっていろいろな意見を聞いてもですね、実効性のない場合

もございます。今おっしゃったように実際に取り組んでいらっし

ゃる方、公衛協と一緒になって取り組んでいるとか、地域で環境

に取り組んでいらっしゃる方、そういったところにですね、市町

の担当の方と一緒に行ってですね、いろいろなお話をお伺いしな

がら、実際そういったヒアリングをしながら進めていくのが、一

番良いかなと思っております。モニターも今後、いろんな施策を

導入する場合は必要かとは思いますけれども、まずは地域の活動

をしていらっしゃる方を、私たちが出向いて、そこで調査をして、

それが、その良いところ悪いところを探りながら、他の町、他の

団体に展開できないかというところをやっていくのが、確かに一

番良いのかなと思っております。やはりその、代表の方でなくて、

実際やってらっしゃる方の御意見というのが一番必要かなと思っ

ておりますので。議員さんの御指摘のとおりだと思いますので。

そういったことも含めてですね、来年度事業の方を進めてまいり

たいと思います。以上です。 

ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 
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議 長 

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第 4号「平成 29年度芸北広域環境施設組合一般

会計予算」を起立により採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君は、起立を願

います。 

  〔賛成者起立〕 

起立全員であります。 

したがって本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第11「閉会中の継続審査の申し出について」を議題といた

します。議会運営委員長から閉会中の継続審査の申し出が提出さ

れております。 

お諮りいたします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続

審査とすることに御異議ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

御異議なしと認めます。 

したがって、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とす

ることに決定しました。 

 

以上で本定例会に付議された事件の審議は全て終了いたしまし

た。 

これをもって、平成29年第1回芸北広域環境施設組合議会定例会

を閉会いたします。 

御苦労さまでした。 

 


